
－ ３歳 ４歳 ５歳 － １歳 ２歳

学栄ナーサリー
日本橋蛎殻町保育園 保 育 所

日本橋蛎殻町2-15-5
水天宮CPﾋﾞﾙ1～4F

㈱学栄 156
平成30年
4月1日 0 32 32 32 12 24 24 156

ほっぺるランド
新島橋かちどき 保 育 所

勝どき5-2-15
EDGE勝どき1・2F

㈱ﾃﾉ．ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 114
平成30年
4月1日 0 23 23 23 9 18 18 114

勝どきえほん保育園 保 育 所 勝どき六丁目１番先 ㈱アンジェリカ 90
平成30年
4月1日 0 19 19 19 0 15 18 90

計 360 0 74 74 74 21 57 60 360

　

当該確認
に係る事
業開始予
定年月日

利用定員

計

確認対象施設の利用定員一覧

　区が教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）及び地域型保育事業の運営事業者等に給付
費（委託費）の支給を行うための確認を行うにあたり、これらの施設・事業の利用定員を定めようとす
るときは、あらかじめ子ども・子育て会議にて意見を聴くことが規定されています。（子ども・子育て支
援法第31条第2項及び第43条第3項）
　平成30年４月開設予定の保育施設及び事業所における利用定員は次のとおりとなります。

【特定教育・保育施設一覧】

施設名 施設種別 所 在 地

　　法４３条第３項・・・・・市町村長は、第一項の規定のより特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、
　　　　　　　　　　　　　あらかじめ、第７７条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその
　　　　　　　　　　　　　意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見
　　　　　　　　　　　　　を聴かなければならない。

※　子ども・子育て支援法

　　法３１条第２項・・・・・市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あら
　　　　　　　　　　　　　かじめ、第７７条第１項（市町村等におけるの審議会の機関）の審議会その他の合議制の機関を
　　　　　　　　　　　　　設置している場合にあっては、その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ど
　　　　　　　　　　　　　も・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
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【定員】

３２名 １５６名

４歳 ５歳 合計

人数 １２名 ２４名 ２４名 ３２名 ３２名

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳

トイレ

収納 面談室 階段 収納トイレ 階段

65.82㎡ 65.96㎡ 64.10㎡

休憩室

更衣室

倉庫

３歳児 4歳児 ５歳児 61.13㎡ 144.21㎡ 39.72㎡

保育室 保育室 保育室
更衣室

事務室 遊戯室

物置

階段 収納

３階平面図 ４階平面図

医務室

玄関

エントランス 調乳
0歳1歳

調理室 下駄箱
トイレ・沐浴

42.92㎡
階段

保育室 保育室

1歳児 0歳児 2歳児

81.0㎡ 50.82㎡
2歳児
トイレ

55.97㎡

学栄ナーサリー日本橋蛎殻町保育園

1階平面図 ２階平面図

自転車・ベビーカー置き場 通路 保育室



保育⼠室
24.54㎡

事務室兼
医務室

2階

2歳児室
39.10㎡

1歳児室
62.52㎡

0歳児室
40.01㎡

調理室
30.44㎡

⼦供⽤トイレ-2

通路

3歳児室
48.32㎡

4歳児室
49.03㎡

5歳児室
47.42㎡

洗濯室

更⾐室

多⽬的
トイレ

相談室兼
⾷事室

エントランス
ホール

ほっぺるランド新島橋かちどき

11.66㎡

通路

⼦供⽤
トイレ-1

0歳
前室

沐浴室

調乳室

避難
前室

専⽤EV

専⽤階段

EV
ホール

1・2歳前室

6.86㎡

4.04㎡

20.04㎡
倉庫

1階

専⽤EV

専⽤階段

EV
ホール

更⾐室

バギー
置き場

15.64㎡7.22㎡

DN

UP

定員 9⼈

0歳

18⼈

1歳

18⼈

2歳

23⼈

3歳

23⼈

4歳

23⼈

5歳

114⼈

合計



勝どきえほん保育園

内訳 定員

0歳児 0名

1歳児 15名
2歳児 18名
3歳児 19名
4歳児 19名
5歳児 19名
合計 90名

有効 38.69 ㎡
有効 50.85 ㎡

有効 37.02 ㎡

有効 38.73 ㎡

有効 38.74 ㎡


